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１Ｄ１９ 

科学技術イノベーション（STI）におけるエビデンス概念の規範的探求：分

野横断的レビューと課題発見 
 

○岸本眞一郎（JAIST 支援機構） 

Kishimoto.s1r.rs@jaistso.or.jp 

 

1. はじめに 

科学技術イノベーション（STI）についての研究は，その性質上，企業における技術経営，国や地方に

おける政策形成プロセスへの寄与をめざすものである．STI 政策形成において，エビデンス（根拠）は，

観察対象の STI ケースについての現実認識と，STI 政策が提供する将来ビジョンの妥当性を左右する． 
 
 従来，エビデンスの概念規定では，統計的因果推論をはじめとした特定の数理モデルを用いた形式的

規定が志向されてきた．他方，現実世界の状況に対する数理モデル採用の妥当性検証や，質的研究の成

果物との整合性検証，新たな洞察の創発について議論する場合，特定の数理モデルの中で定義されるエ

ビデンスの概念を相対化する必要がある．本研究では，STI において知られてきたエビデンス概念を分

野横断的に概観し，われわれ STI 研究者らが措定すべきエビデンス概念に要求される規範的条件につい

て探求を試みる． 
 

2. 現況のサーベイ 

22--11..  ここれれままででのの SSTTII 政政策策ににおおいいてて，，エエビビデデンンススととははいいかかななるる概概念念をを指指示示ししててききたたかか？？  
STI 政策の実務で「エビデンス」と呼ばれてきたものは，単一の方法や指標ではなく，制度・測定言

語・プロセス・法的定義の多層構造として運用されてきた．たとえば EU 規制，「入手可能な最良の証拠

に基づく政策設計」を原則とし，影響評価・事後評価において，因果推定から費用便益，不確実性分析，

ライフサイクル評価に至るまで，異なる種類の方法を適材適所で統合することを公式に求めている．最

新のツールボックス（2023 年）は因果効果評価の手順（Tool #68）を含む詳細な運用ガイドであり，証

拠は単一の Gold Standard ではなく目的適合的（fit-for-purpose）な総体と位置づけている． 
 
米国では 2018 年の Evidence Act において，エビデンスを「統計目的で実施された統計活動の結果と

して生み出される情報」と定義し（44 U.S.C. §3561(6)），各省庁に Learning Agenda／年次評価計画

などの整備を義務づけ，統計・研究・評価・業績測定を総合したエビデンス生成の制度を確立した．実

施ガイダンス（OMB M-19-23，M-20-12，A-11 2025 年版 §200 等）は，定量・定性を含む多様な証

拠を，品質・有用性・完全性の原則に沿って運用することを明記している． 
 
測定言語の側面では，OECD の Frascati Manual（R&D の定義・境界）と Oslo Manual（イノベー

ションの定義・観測単位）が，各国の統計・指標の国際標準としてエビデンスの“共通語”を提供して

きた．Frascati は「知識ストックの増加，および利用可能な知識の新たな応用のための創造的で体系的

な活動」として R&D 概念を規定している．Oslo は製品・プロセス・組織・マーケティングまで拡張し

たイノベーション概念を明示し，政策の根拠データの守備範囲を規定している． 
 
英国のMagenta Bookや，欧州委員会 JRC／OECDによるEIPM（Evidence-Informed Policy-Making）

能力強化の枠組みは，証拠の作り方・出し方（プロセス）を設計対象に据えている．ここでは，エビデ

ンスは方法論そのものというより，組織学習と公開性・説明責任を担保する運用体系として扱われる． 
 
22--22..  現現在在ののエエビビデデンンスス概概念念のの数数理理的的起起源源はは？？  

現代の政策的「エビデンス」は，少なくとも４つの数理的系譜の上に築かれているといえる： 
 
- １つめは，Fisher の有意性検定と p 値，Neyman–Pearson の仮説検定や検出力分析といった頻度主

義統計学である．統計学の古典は今日も政策評価の実務的基盤である． 
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- ２つめとして挙げられるのがベイズ確率・更新の系譜である．Bayes（1763）以来，主観的信念の更

新手段としての確率論がベイズ主義者らによって採用され，限られたサンプルや異質なデータ源の統合，

事前知識を反映した推定（例：階層ベイズ）に理論的正当化を与え続けてきた．政策文脈では，観測可

能性の制約や事前情報の重要性から，ベイズ推論が意思決定の透明化に寄与している． 
 
- ３つめは因果推論の系譜である．医学・疫学や社会科学の研究ドメインの中で整備されたランダム化

比較試験（RCT）は，平均処置効果の識別に強力である．他方，RCT の外的妥当性や設計制約の問題が

指摘されてきた．これを補う二大潮流として，反事実仮想のフレーム，構造因果モデル（SCM）および

do 演算子を挙げることができる．do-演算子はトランスポータビリティ（外挿可能性）を形式的に与え，

どの条件で実験結果の知見を他の母集団に対して移転できるかをグラフとルールで判定可能にした．因

果推論は STI の多様な現場へ知見を移送する際の基礎理論として普及したといえる． 
 
- ４つめとして，証拠統合の系譜を挙げることができる．システマティックレビューとメタアナリシス

は，ばらつきのある個別の RCT や因果推論の研究の統合を目的とした枠組みであり，PRISMA 2020, 
CONSORT 2025 において最新基準が示されている．これらはエビデンスの再現可能性や透明性を担保

する制度的基盤として重視されている． 
 
22--33..  エエビビデデンンスス概概念念ににつついいてて，，いいかかななるる懸懸念念やや警警鐘鐘がが表表明明さされれててききたたかか？？  

少なくとも以下の４つを挙げることができる： 

 

- 第一に，RCT 過信に対する警鐘である．Deaton & Cartwright は，RCT が「常に最良」でも「自動的に

無偏」でもなく，設計・遵守・測定・外挿の各段で誤解が累積しうることを示した．そして「何が効く

か」ではなく「なぜ効くのか」を理論と他方法と統合して追う累積的な科学研究が不可欠だと論じてい

る．STI 固有の現場では，企業支援で RCT が少ない制度的・倫理的・オペレーション上の理由（受益者

選好，公平性，行政 IT，割付遵守など）とともに，手段のミックスと多層ガバナンスの下での単一介入

RCT の寄与の過大評価の可能性が指摘されている． 

 

- 第二に，再現可能性危機への構造的懸念である．Ioannidis（2005）は，検出力不足・多重探索・恣意

的研究者自由度などの組合せで，初期研究の多くが偽陽性になる機構を示し，政策に持ち込む証拠の品

質保証（QA）と報告基準の重要性を前景化した．PRISMA 2020 や CONSORT 2025 の登場は，この危機への

制度的応答といえる． 

 

- 第三に，制度としての証拠運用への未整備リスクである．EU はベターレギュレーションで不確実性や

情報制約を明示したうえでの意思決定を要求し，米国 Evidence Act は証拠の定義とガバナンス（学習

アジェンダ，評価計画，データ管理）を制度化した．これらの規制や制度は，たとえば「証拠＝方法×

品質×手続×法制」などとして証拠概念をモデル化できるとするとき，その総合的なデザインの一部が

欠落すると，誤った確信や過度の一般化に陥り得る，との警告を含意している． 

 

- 第四に，STI 政策の複雑性に根ざす懸念である．EU ツールボックスは因果効果評価を含みつつ，単一

手法主義を避けよと明記し，OECD のミッション指向政策（MOIP）は相互作用・ネットワーク・制度変化

まで視野に入れた評価ミックスを要請している．これらの言及は，RCT の一点成果や短期 KPI に「測り

やすさバイアス」が生じるリスクの公的な可視化として理解することができる． 

 

3. 現況に見出せるインサイト 

上記に概観したエビデンス概念についての現況を見渡すことで，興味深い洞察を得ることができる．

現況の底流にあるのは，政策のよしあしを左右する社会法則についての，素朴実在論的なものの見方と，

構成主義的なものの見方の対立である． 
 
通常，エビデンスの概念は前者の素朴実在論的なパースペクティブにもとづき語られる．たとえば，

「グリーンイノベーションを推進するためには環境法規制の変更が有効である，との法則が実在する」

のような，実在命題の真実性について，各国や地方自治体ごとの成功-失敗ケースの統計学的サーベイに
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よる根拠づけがおこなわれる． 
 
他方，後者の構成主義的なパースペクティブを前提とすると，「環境法規制はグリーンイノベーショ

ンという経済社会現象を構成する」という，構成命題の正当性について検討することになる．ここでの

エビデンスは，素朴実在論とは異なり，命題の真実性について判断しない． 
 
素朴実在論的なエビデンスの採用は，社会法則の実在がすでに認められる場合に，その社会法則の期

待リターンとリスク幅を見積もるのに適している．他方，イノベーションのような，個別具体的には前

例のプロセスを経ずに成立し得る，その時その場の経路依存性の強い社会現象に関しては，社会法則は

むしろ主体の意志や利害により現実世界に構成されると考えるべきである．構成主義的なエビデンスは，

主に質的エビデンスの統合により得られるのが通例といえる（たとえば KJ 法，GTA など）．質的エビ

デンスの観測主体は人間のフィールドワーカーであり，統計学的な規約を事前に設けないゆえ自由記述

が可能だが，定量性を著しく欠く． 
 
4. 問題化，および問題解決のアイデア 

問問題題化化（（AA  PPrroobblleemmaattiizzaattiioonn））：： STI 政策のエビデンスにみられる潜在的問題のひとつは，構成主義的

に観測されなければならない現象について，これまでに提唱-普及されてきた観測規範が，素朴実在論を

前提としている，というジレンマである． 
 
提提案案すするる解解決決アアププロローーチチ：： 本論にて提案可能な解決アプローチのひとつは，質的比較分析（QCA）の

ような，質的研究と量的研究のあわいに位置づけられる方法論を STI 政策研究に導入することである． 
 
二つ目は，アナロジカルな論理の導入と，アナロジーの転用可能性である．あるイノベーション政策

の成功ケースについての知識が，他の過去や未来のケースにおいて転用可能か否かの検証をおこなうこ

とで，政策形成の際の意志決定のエビデンスとその品質保証範囲（不確実性）を評価できる．このとき，

STI 政策をいかなる言語で表現するかが今後の課題である． 
 
もうひとつの提案は，確率論の拡張理論（DST, GBT/TBM など：ここでは総称して「拡張された蓋然

性理論」と呼ぶことにする．）の採用と方法論的改良である．拡張された蓋然性理論は，ベイズの定理の

拡張を含み，主体の知識あるいは信念の状態をファジィ測度で表現-演算できる．これらの理論群は，あ

る命題についての主体の無知（証拠の不在）や矛盾（証拠の衝突）を定量化できるため，質的エビデン

ス統合により得られたインサイトの蓋然性，あるいは過去の成功ケースから抽出-継承されてきた実践

的レガシーの蓋然性について，よりフェアな評価を与えることができる． 
 

5. 今後の研究展望 

本論により，STI 政策研究におけるエビデンス概念にみられる潜在的問題のひとつを素描することが

できた．後続の研究では，エビデンス概念の成立史についてのより精緻な調査とともに，上記にて提案

した解決アプローチの具現化と後ろ向きケーススタディーに取り組みたい． 
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